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八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

上記の発議案を別紙のとおり地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第

１項の規定により提出します。 
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提案理由 

財政事情を鑑み、議長等の議員報酬を現任期中に限り改める。 

これが、本案を提出する理由である。 



八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（昭和４９年

八千代市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

１７ 平成２４年７月１日から平成２７年１月１４日までの間に支給される議

長等に係る議員報酬の額は，別表第１の規定にかかわらず，議長にあっては

１月につき４４0,０００円とし，副議長にあっては１月につき４１0,０００

円とし，議員にあっては１月につき４０0,０００円とする。 

附 則 

この条例は，平成２４年７月１日から施行する。 


